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  令和６年１１月２８日 
 

                        柴田町長  滝 口   茂   
 
柴田町規則第１７号 
 

   柴田町放課後児童クラブ規則の一部を改正する規則 
 柴田町放課後児童クラブ規則（平成１８年柴田町規則第４２号）の一部を次のように改正

する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（定員） 

第２条 柴田町放課後児童クラブ（以下「児童ク

ラブ」という。）の定員は、次のとおりとする。

名称 定員 

船岡放課後児童クラブ １４０人 

 （略） （略） 

２ （略） 

 

（定員） 

第２条 柴田町放課後児童クラブ（以下「児童ク

ラブ」という。）の定員は、次のとおりとする。

名称 定員 

船岡放課後児童クラブ １００人 

 （略） （略） 

２ （略） 
 

   附 則 
 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
 


